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 権利擁護が必要な方への支援体制を整備する 

 

■検討にあたって区から提示された重点取組項目 

１ 成年後見制度の利用支援 

２ 法人後見や社会貢献型後見人等の活用推進 

３ 権利擁護に関連する支援事業の充実 

 

◎意見まとめ 

 

１ 利用者がメリットを感じられるような成年後見制度の周知が必要である。 

２ 成年後見制度に関わる関係者のレベルアップを期待する。 

３ 現場の声を聞き、ニーズに合った周知や支援を行う必要がある。 

４ 任意後見制度についても、周知と利用支援が必要である。 

５ 法人後見は、練馬区社会福祉協議会や NPO 法人など、各法人の特色を生かし 

 て後見業務を実施することが望まれる。 

６ 親族申立ての支援や、親族後見人のサポートを一層進めることが重要である。 

７ 権利擁護は、居住支援や引きこもりの人への支援など、幅の広いものであり、 

   自ら支援を求めることが困難な人にどのようにアプローチしていくかを考える 

必要がある。 

 

 

【成年後見制度の利用支援】 

○ 中核機関の機能として、成年後見制度を利用するメリット、利用して良かったと感

じられる周知活動、親族後見人へのバックアップを専門職と一緒にできる仕組みの

充実を期待したい。 

○ 25 か所の地域包括支援センターの均一化とレベルアップが必要であり、それに向

けて区が力を入れて支援することを期待する。 

○ 後見人という第三者が入ることによって、本人や家族が直面する課題が解決すると

いう経験を何度もしている。利用して良かったという人の意見、上手くいっている

ケースを汲み取って、周知してほしい。 

○ 成年後見制度のニーズが発生する現場はどこなのかを常に意識して、真に必要な人

に情報が届くようにすることが大切である。 

○ 病院のソーシャルワーカーへの成年後見制度等の情報提供とバックアップに取り

組むことが必要である。 

○ ケアマネジャーが様々な制度を十分に理解すれば、本人や家族に適切なアドバイス

が出来る。実際の現場から広げ、積み上げていくことが非常に大切になる。 
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○ 任意後見の必要な方が多いと感じる。法定後見には至らないが、生活や色々な契約、

財産管理に不安があって誰かの手を借りたい方は多いと実感している。 

○ 任意後見制度は、自己決定の観点から活用が期待されるが、利用が伸び悩んでいる

ため、利用を促す方法を検討する必要がある。 

 

【法人後見や社会貢献型後見人等の活用推進】 

○ 法人後見は、社協だけでなく、ＮＰＯ法人等も取り組むものであることを、区民に

理解してもらうことが必要である。 

○ 超高齢化社会、認知症の罹患者が増大し、専門職の後見人だけでは到底対応できな

い中で、親族後見人を増やし、支援していくことが必要になる。 

○ 慣れていない親族による申し立てが増加することから、相談窓口の丁寧な対応と申

し立てへの支援に力を入れて欲しい。 

 

【権利擁護に関連する支援事業の充実】 

○ 生前の安否確認と死後の費用補償事業について、区民への周知不足、煩雑な利用要

件のために利用をためらうケースがあることを実感している。もっと使いやすい制

度設計ができれば良い。 

○ 例えば身元保証の問題など、成年後見だけでは解決できない問題が絡んできている。 

○ 精神障害者は賃貸住宅をなかなか借りられない実態がある。また、家庭内暴力を悩

む声や、家の中の問題を自分だけで解決しようとする家庭をどうやって救うかが一

番の課題である。権利擁護を利用する以前の段階として、この切実な課題に取り組

むことが重要である。 

○ 権利擁護は幅の広いものであり、助けを求めることができない状況の方に、どのよ

うにアプローチしていくかを考える必要がある。 

○ 例えば「住まい確保支援事業」など、事業を本当に必要とする方に新しい事業を周

知していくことはすごく難しい。当事者にも協力を仰ぎ、ホームページを使えない

人達のことも考えて、周知の仕組みを検討して欲しい。 
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■参考資料 

①権利擁護部会員名簿 

№ 区分 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属団体等 

1 学識経験者 飯村 史恵 ｲｲﾑﾗ ﾌﾐｴ 立教大学コミュニティ福祉学部准教授 

2 弁護士会 遠藤 真吾 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾝｺﾞ 東京弁護士会 

3 司法書士会 上山 浩司 ｳｴﾔﾏ ｺｳｼﾞ 

公益社団法人 

成年後見センター・リーガルサポート 

東京支部 

4 社会福祉士会 石川 康雄 ｲｼｶﾜ ﾔｽｵ 

公益社団法人 

東京社会福祉士会権利擁護センター 

ぱあとなあ東京 

5 認知症家族会 金子 禎子 ｶﾈｺ ﾃｲｺ 
特定非営利活動法人 

認知症サポートセンター・ねりま 

6 
知的障害者 

家族会 
横井 紀子 ﾖｺｲ ﾉﾘｺ 練馬手をつなぐ親の会 

7 
精神障害者 

家族会 
轡田 英夫 ｸﾂﾜﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 

特定非営利活動法人 

練馬精神障害者家族会 

8 NPO 法人 酒井 玲子 ｻｶｲ ﾚｲｺ 
特定非営利活動法人 

成年後見制度推進ネットこれから 

9 社会福祉協議会 河島 京美 ｶﾜｼﾏ ｷｮｳﾐ 練馬区社会福祉協議会 

 

②権利擁護部会 開催経過 

回 開催日 検討項目 

第１回 令和元年 6 月 20 日 

①次期練馬区地域福祉計画の体系（案）について 

②施策４「権利擁護が必要な方への支援体制を

整備する」 

第２回 令和元年 7 月 16 日 推進委員会への報告について 

 

 


